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１．背景 

地球温暖化は、地球表面の大気や海洋の平均温度が長期的に上昇する現象であり、我が国におい

ても異常気象による被害の増加、農作物や生態系への影響等が予測されています。地球温暖化の主

因は人為的な温室効果ガスの排出量の増加であるとされており、低炭素社会の実現に向けた取組

が求められています。国際的な動きとしては、2015 年 12 月に国連気候変動枠組条約第 21 回締約

国会議(COP21)がフランス・パリにおいて開催され、新たな法的枠組みである「パリ協定」が採択

されました。 

これにより、世界の平均気温の上昇を産業革命から 2.0℃以内にとどめるべく、すべての国々が

地球温暖化対策に取り組んでいく枠組みが構築されました。 

我が国では、1998 年に地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10 年法律第 117 号。以下「地

球温暖化対策推進法」という。）が制定され、国、地方公共団体、事業者、国民が一体となって地

球温暖化対策に取り組むための枠組みが定められ、本市でも平成 15 年３月に「飯山市役所地球温

暖化防止実行計画（飯山市役所環境保全率先実行計画）」を策定し、温室効果ガス削減のため取り

組みを進めてきたところです。 

その後、平成 20 年 5 月にエネルギーの使用の合理化等に関する法律が、平成 25 年 2 月には長

野県地球温暖化対策条例が改正され、これらの法規の下に策定した計画に基づき、引き続き各種の

取り組みが進められています。 

また、全国の地方自治体では、昭和 40 年代から 50 年代にかけ集中的に整備した公共施設インフ

ラの更新時期が到来しようとしている中、その更新費用の捻出が困難になる懸念や、少子高齢化・

人口減少等に伴う既存施設に対する需要の変化が予見され、公共施設等の適正配置等の実現が全

国自治体の共通課題とされています。 

本市でも、市所有の公共施設等の全体像を把握するとともに、取り巻く現状や将来的な課題を整

理し、長期的視点を以て公共施設等の計画的な管理を推進するため、平成 29 年３月に市公共施設

等総合管理計画を策定しています。本計画は、このような社会の動きを考慮して新たな目標を定め、

更なる地球温暖化防止の取り組みを推進しようとするものです。 

 

２．前計画の評価 

平成 15 年３月に策定した「飯山市役所地球温暖化防止実行計画」では、市の事務・事業に伴い

排出される温室効果ガスについて、平成 19 年度において平成 13 年度実績に対し８％以上削減す

ることを目標として掲げ、この目標達成のため、各課への紙類の回収ボックスの設置、公用車の集

中管理制度の導入、冷暖房の効率的な運転管理等を中心とした取り組みを進めてきました。 

近年、市文化交流館や新幹線飯山駅といった公共施設のインフラ整備が進み、温室効果ガスの発

生要因となる電気や燃料使用量は増加傾向にありますが、これらの取り組みが定着したことは、地

球温暖化防止に対する職員の意識の高揚が図られたものと評価します。 
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３．基本的事項 

（１）目的 

飯山市役所地球温暖化防止実行計画（事務事業編）（以下「飯山市事務事業編」といいます。）

は、地球温暖化対策推進法第 21 条第 1 項に基づき、地球温暖化対策計画（平成 28 年５月 13 日

閣議決定。以下「地球温暖化対策計画」といいます。）に即して、飯山市が実施している事務及

び事業に関し、省エネルギー・省資源、廃棄物の減量化などの取組を推進し、温室効果ガスの排

出量を削減することを目的として策定するものです。 

（２）対象とする範囲 

飯山市事務事業編の対象範囲は、飯山市の全ての事務・事業とします。 

（３）対象とする温室効果ガス 

飯山市事務事業編が対象とする温室効果ガスは、地球温暖化対策推進法第２条第３項に掲げ

る７種類の物質のうち、排出量の多くを占めている二酸化炭素（ＣＯ２）とします。 

（４）基準年度及び計画期間 

本計画の基準年度を平成 29 年度（2017 年度）とし、また計画期間は市公共施設等総合管理計

画の計画期間を踏まえ、令和２年度(2020 年度)から令和 18 年度末(2036 年度)までとします。 

 

項 目 

年 度 

H29 
(2017) 

H30 
(2018) 

R01 
(2019) 

R02 
(2020) 

R03 
(2021) 

R04 
(2022) 

R05 
(2023) 

・・・ 
R18 

(2036) 

期間中の事項 
基準 
年度 

  
計画 
開始 

    
目標 
年度 

計画期間          

 
図１ 計画期間のイメージ 
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（５）上位計画及び関連計画との位置付け 

飯山市事務事業編は、地球温暖化対策計画、市総合計画及び市公共施設等総合管理計画に即し、

地球温暖化防止対策法第 21 条第１項に基づく地方公共団体実行計画として策定します。 

 

 

地球温暖化対策推進法 
 

地球温暖化対策計画 

 

 

 

 

飯山市 

第５次総合計画 

 飯山市 

事務事業編 

 飯山市公共施設等 

総合管理計画 

 

 

 

温室効果ガスの排出削減に向けた取組の推進 

 

図２ 飯山市事務事業編の位置づけ 

 

４．温室効果ガスの排出状況 

飯山市の事務・事業に伴う「温室効果ガス総排出量」は、基準年度である平成 29 年度において、

市長部局 3,788t-ＣＯ２､教育委員会部局で 2,140t-ＣＯ２、全体では 5,928t-ＣＯ２となっています。 

市長部局 教委部局 計 市長部局 教委部局 計

6,171 2,795 8,966 3,196 1,448 4,644

ガソリン(Kl) 5 3 8 11 7 18

灯油(Kl) 86 226 312 215 563 778

軽油(Kl) 7 6 13 17 16 33

重油(Kl) 27 3 30 74 8 82

LPG(ｔ) 13 20 33 38 60 98

ガソリン(Kl) 60 12 72 139 28 167

軽油(Kl) 38 4 42 98 10 108

3,788 2,140 5,928

二酸化炭素排出量(t-CO２)使用量

電気の使用(千kWh)

燃料の使用

二酸化炭素排出量

排出要因

公
用
車
以
外

公
用
車

 
 

表１ 飯山市の事務・事業に伴う「温室効果ガス排出量」 
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５．温室効果ガスの排出削減目標 

（１）目標設定の考え方 

市公共施設等総合管理計画等を踏まえて、飯山市の事務・事業に伴う温室効果ガスの排出削減

目標を設定します。 

（２）温室効果ガスの削減目標 

市公共施設等総合管理計画では、計画期間の 20 年間で公共施設の延べ床面積を 20％以上削減

することが目標として掲げられていることを鑑み、目標年度（令和 18 年度）に、基準年度（平

成 29 年度）比で 20％削減することを目標とします。 

 

表２ 温室効果ガスの削減目標 

項目 基準年度（平成 29 年度） 目標年度（令和 18 年度） 

温室効果ガスの排出量 5,928t-ＣＯ２ 4,742 t-ＣＯ２ 

削減率 - 20％ 

 

 

 

 

グラフ 温室効果ガスの削減目標 
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６．目標達成に向けた取組 

次の取組体系に基づき推進することで、目標の達成を図ります。 

 

飯
山
市
役
所
地
球
温
暖
化
防
止
実
行
計
画(

事
務
事
業
編) 

（１）エネルギー対策の推進 ア 電気使用量の削減 

イ 用紙類使用量の削減 

ウ 冷暖房等燃料使用量の削減 

エ 公用車燃料使用量の削減 

（２）施設の建築、管理等に当たって

の配慮 

ア 環境に配慮した施設整備等の実施 

イ 環境負荷の少ない施工作業の実施 

（３）グリーン購入の推進 ア 省エネルギー型製品の購入 

イ 低公害車の導入 

ウ 再生紙の購入と積極的利用 

エ 環境にやさしい製品の購入と資源の有効活用 

（４）廃棄物減量、リサイクルの推進 ア 廃棄物の減量化の推進 

イ リサイクルの推進 

ウ 廃棄物の適正処理 

（５）環境に対する職員意識の向上 ア 職員に対する環境教育の実施 

イ 職員の環境保全活動等への積極的な参加 

 

（１）エネルギー対策の推進 

ア 電気使用量の削減 

・昼食休憩時には、極力事務室内の照明を消灯する。 

・残業時や始業時間前の照明は、必要な範囲内のみの点灯とする。 

・日中の窓際の照明は、事務に支障のない場合は消灯する。 

・湯沸室、トイレ、倉庫など断続的に使用する場所での照明は、使用の都度、点灯する。 

・照明器具の清掃や、蛍光管の適正な時期でのＬＥＤ化を実施する。 

・パソコン、プリンターなどのＯＡ機器は、昼食休憩時など使用しないときには電源を切る。 

・プリンターの共有化を図り、台数を減らす。 

・残業時には使用しないＯＡ機器の電源を切り、最終退庁者は、ＯＡ機器等の電源を必ず確認

し、電源を入れたままにしない。 

・待機時に電力をかなり消費する機器については、コンセントを抜くなどして電力消費の削減

を図る。 

・３階程度の昇降には、原則として階段を利用する。 

・事務の効率化等により残業の削減に努める。 

・会議資料等、同一文書の多量印刷には、文書管理室のリソグラフを使用し、コピー機は使用

しない。 

・庁舎内、公共施設等の自動販売機の効率的な設置に努め、台数の削減を検討するとともに、

エネルギー消費のより少ない機種への変更に努めることを要請する。 

・下水道処理施設の流量・風量調整を伴う機器について、インバータによる回転数制御を実施

する。 

・下水道処理施設の主要電源機器を高効率機器へ更新する。 
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イ 用紙類使用量の削減 

＊紙類使用量の削減は、原料となる樹木の保全や森林資源の保護に繋がります。 

・通知文、会議資料等の両面コピー、両面印刷を徹底する。 

・会議資料等は、内容を十分精査し、簡潔な資料とするなどにより、必要最小限のページ数に

するとともに、既に配布済みの資料等の重複配布を避ける。 

・会議資料、報告書等は、参集人員や利用数を正確に把握するなど、必要最小限の作成とする。 

・コピーの際には、用紙サイズや枚数を確認するなど、ミスコピーの防止に努めるとともに、

軽微なミス（コピーのむら、多少の汚れ、傾き等）による取り直しをしない。 

・コピー、印刷文書は、縮小コピー等により、なるべく 1 枚（1 ページ）の用紙にまとめる。 

・使用済用紙やミスコピー用紙等で片面が使用可能なものは、メモ用紙等としての活用を促進

する。 

・箇条書きや図表等を有効に使い、簡潔な文書表現とする。 

・文書による調査、照会を安易に行わない。 

・通知文書、依頼文書等で簡易なものについては、はがきを積極的に利用する。 

・起案においては、軽易な文書については余白処理、定例的な文書については例文処理等を有

効に活用するほか、施行案文を必要最小限にし、紙数の削減を図る。 

・不必要なファクシミリの送信票は省略する。 

・省略できない文書による調査、照会や資料、冊子等の送付文書等でも、簡易なものはＡ５版

（Ａ４版の半分）を活用する。 

・個人所有の文書・資料を極力排除し、共有化を図るため、ファイリングシステムの導入等文

書管理の見直しを行う。 

・庁内ＬＡＮの活用によりペーパーレス化を図る。 

・文書管理室に発送棚のある県等の機関への文書施行は、個人情報の保護等やむを得ないもの

以外は封筒を使用しない。 

・使用済封筒については、課内回覧用、書類整理用、帯封などとして使用する。 

・行政機関へのメール便での発送文書は、使用済封筒を使用する。 

 

ウ 冷暖房等燃料使用量の削減 

・庁舎内等の空調温度は､冷房28℃､暖房20℃とし、適正な運転管理や運転時間の短縮を図る。 

・空調効果を高めるため、窓のブラインドを活用する。 

・夏季のノーネクタイ、ノー上着運動を推進する。 

・厨房施設では、火加減調整を適切に行い、沸かしすぎなどを防止する。 

 

エ 公用車燃料使用量の削減 

・不用なアイドリングの中止、経済速度（一般道 40～60km/h、高速道 80km/h）での走行、急

加速・急発進の禁止など、環境に配慮した運転を行う。 

・タイヤの空気圧の調整、オイル等の定期的な交換の実施など、定期的な公用車の整備を励行

する。 

・相乗りや公共交通機関の利用の励行、近距離の移動における公用自転車の活用などにより、

公用車使用の効率化を図る。 

・公用車の集中管理により使用回数毎の走行距離と使用実態を把握し、公用車の適正管理と併

せて効率的な使用方法を検討する。 
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（２）施設の建築、管理等に当たっての配慮 

ア 環境に配慮した施設整備等の実施 

・メンテナンスしやすい構造、設備、機器等を選択し、長命化に努める。 

・自然光や風通しなどを考慮し、これらが利用できるような建築物の設計、建築等を行う。 

・太陽光、風力等の自然エネルギーや廃熱等の未利用エネルギーの活用に努める。 

・蓄熱式空調設備などの省エネルギー型深夜電力利用機器の導入に努める。 

・水洗トイレの節水・効率化（感知式自動洗浄装置、個別洗浄装置等）を図る。 

・敷地内の植栽、緑地の管理に当たっては、農薬や化学肥料の使用量の削減など、周辺の生態

系に配慮した維持管理に努める。 

・市所管の街灯のＬＥＤ化の整備を行うとともに、各区所有の街灯についても、補助金交付に

よりＬＥＤ化を促進する。 

・雨水利用施設等の導入について検討し、その設置に努める。 

・下水施設の統合により、汚泥処理の効率化を図る。 

 

イ 環境負荷の少ない施工作業の実施 

・建設廃材の再利用の促進による廃棄物の減量化及び適正処理について、発注仕様書に記載す

るなどにより業者を適切に指導する。 

・熱帯材合板コンクリート型枠（コンパネ）の使用削減について、発注仕様書に記載するなど

により業者を適切に指導する。 

・廃棄物の処理に当たっては、産業廃棄物管理票による処理状況の把握等、適正処理の確保に

努める。 

・建設機械等については、低公害型の使用を発注者として促す。 

・建設工事等は計画的な施工に努め、建設副産物の発生を抑制するとともに、建設リサイクル

法に基づく再利用を行う。 

 

（３）グリーン購入の推進 

ア 省エネルギー型製品の購入 

・エネルギー消費の多いパソコン、プリンター、ファクシミリ、コピー機等の更新、購入に際

しては、省エネルギー型のものを選択する。 

・動力を使用する施設の設備機器の更新については、省エネルギー型のものを順次整備する。 

・冷蔵庫、エアコン等は、技術開発の動向を踏まえ、環境負荷の少ない冷媒を使用した機種を

購入する。 

 

イ 低公害車の導入 

・公用車は、ハイブリッド車等の低公害車を計画的に導入する。 

・公用車の買替えに当たっては、低燃費車・低排出ガス車や必要最小限度の大きさの自動車な

ど、より環境負荷の少ないものを導入する。 

 

ウ 再生紙の購入と積極的利用 

・コピー用紙、印刷用紙、封筒、事務用紙等は、可能な限り古紙配合率が高く、白色度のより

低いものを購入する。 

・報告書、ポスター、リーフレット等の外注印刷物は、可能な限り再生紙で発注し、印刷物に
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は再生紙使用マークを表示するとともに、古紙配合率及び白色度を表示する。 

・外注印刷物には、表面塗工（コーティング）されたものは原則使用しないとともに、ケナフ

紙など非木材紙の使用についても検討する。 

・事務用紙、事務用品（紙ファイル等）などは、各種環境ラベル表示商品を優先的に購入する。 

 

エ 環境にやさしい製品の購入と資源の有効活用 

・文具、事務用品（鉛筆、ボールペン、ファイル等）、事務服・作業服などは、リサイクル素

材から作られたもの、エコマーク、グリーンマーク等の各種環境ラベル商品等を優先的に購

入する。 

・詰め替え、リターナブル、再利用交換式の商品（換え芯、洗剤、飲料品、トナーカートリッ

ジ等）のものを選択する。 

・非フロン系エアゾール製品（スプレー、ダストブロワー等）を選択する。 

・購入する物品の包装はできる限り辞退し、やむを得ない場合にも簡易な包装でリサイクル可

能な包装物の物品を選択する。 

・環境物品等の調達の推進に関する基本方針にのっとり、グリーン購入の取組みを推進する。 

 

（４）廃棄物減量、リサイクルの推進 

ア 廃棄物の減量化の推進 

・物品の使用に当たっては、適切な管理や使用方法に従い、必要に応じて消耗品の交換や修理

により長期的な利用を図る。 

・コピー機、プリンターのカートリッジの回収とリサイクルを進める。 

・シュレッダーの使用は、市個人情報保護条例第２条第３号に規定する保有個人情報等の廃棄

に留め、必要最小限に抑える。 

・庁舎、学校、保育園等調理施設のある公共施設へ生ごみ処理機を導入し、堆肥化等による減

量化を行う。 

・市が関係するイベント等での使い捨て容器の飲料品・弁当、紙コップ・皿、割り箸、プラス

チックトレイなど使い捨て製品の使用や購入を抑制する。 

・市が主催する各種行事やイベント開催の際には、ごみの持ち帰り運動を徹底する。 

 

イ リサイクルの推進 

・資源ごみのリサイクルを推進するため、缶、びん、ペットボトル、古紙類、プラスチック類、

乾電池等の分別を、家庭ごみの出し方に沿った分別方法で行う。 

・各階ごとに分別回収ボックスを配置し、ごみと資源の分別を徹底する。 

・事務室内のごみ箱を紙資源回収用に改善するなど、分別しやすい職場環境づくりを行う。 

・保存期限が経過したなどの不要な文書の廃棄に当たっては、フラットファイルや背続き表紙

との分別排出により廃棄物の発生を抑制し、リサイクルを推進する。 

 

（５）環境に対する職員意識の向上 

ア 職員に対する環境教育の実施 

・地球温暖化防止等の環境保全に関する研修を計画的に実施する。 

・庁内広報、ちらし等により、環境保全等に関する必要な情報提供を随時行い、知識等の共有

化に努める。 
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・環境保全等の取組みについて職場内で話し合い、全員で努力や工夫をする。 

・環境保全に関する提案等を職員から募集し、実行計画に取り入れる。 

 

イ 職員の環境保全活動等への積極的な参加 

・地域での環境保全活動に積極的に参加するよう努める。 

・市が主催する環境関連行事への積極的参加を推進する。 

・家庭でも本計画の取組みを実施し、一市民として地球温暖化防止を推進する。 

 

７．進捗管理体制と進捗状況の公表 

（１）計画推進の基本的な考え方 

本計画の実効性を高め、効果的な推進を図るため、ＰＤＣＡサイクルの運用により、継続的な

環境負荷の低減を図ることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３ PDCA サイクルの概念 

 

 

計画(Plan) 

・取組方針・目標の決定 

・各課・施設に実行指示 

改善(Act) 

・結果の公表 

・取組方針見直し 

実行(Do) 

・各課・各施設での取組推進 

 

点検(Check) 

・「温室効果ガス総排出量」算定 

・活動実績等の報告・評価 
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（２）推進体制 

計画への取組は、長野県事業活動温暖化対策計画指針に掲げる「温室効果ガス排出抑制のため

の組織体制」により構築された以下の組織体制により実施することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 計画への推進体制 

 

温暖化対策責任者は、５.（２）に掲げる温室効果ガスの削減目標を達成するため、毎年度、

以降３年度ごとの温室効果ガス目標排出量を定めるとともに、その重点的な取り組みについて

定め、各課等へ指示することとします。 

 

 

（３）点検・評価・見直し体制 

本計画の実効性ある推進を図るため、計画の実施状況を次のとおり点検・評価することとしま

す。 

① 現況把握 

温暖化対策責任者は、各課等における日常の取組状況を点検し、取組の実施状況の把握に努

めるとともに、毎年５月末日までに、その年の３月 31 日以前の一年間において消費したエネ

ルギーの状況に関し、別紙の「エネルギー集計表」により把握するものとする。 

② 分析及び見直し 

温暖化対策責任者は、各課等のエネルギー集計表を基に、エネルギーの使用量等に基づく温

室効果ガスの排出量を算定・分析し、ワーキングチームへ報告する。 

ワーキングチームでは、報告内容について評価を行うとともに、問題点や取組内容の見直し

等について検討を行うものとする。 

 

（４）公表 

温室効果ガスの総排出量、本計画の進捗状況、点検結果等については、年１回の頻度で市のホ

ームページで公表します。 

市役所(庁外施設含む) 

市長 

副市長 

総務部長 

温暖化対策責任者 

(総務部庶務課長) 

ワーキングチーム 

庶務課管財係 エネルギー管理員 

排水処理施設担当 財政担当 

環境行政担当 エネルギー行政担当 

観光施設担当 
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